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市民福祉委員会記録 
 

○開催日時 
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   市 民 課 長  榊   順 一 

   環 境 課 長  内 田 泰 二 

   川 内 ク リ ー ン セ ン タ ー 所 長  若 松 幸 記 

   市 民 健 康 課 長  檜 垣 淳 子 

   保 険 年 金 課 長  西 田 光 寛 

障 害 ・ 社 会 福 祉 課 長  宍 野 盛 久 

高 齢 ・ 介 護 福 祉 課 長  橋 口 浩 文 

 主幹兼介護給付グループ長  上 薗 哲 也 

───────────────── 

税 務 課 長  山 口 秀 昭 

収 納 課 長  有 村 辰 也 

───────────────────────────────────────── 

○事務局職員 

   事 務 局 長  田 上 正 洋       議 事 グ ル ー プ 員  柳   裕 子 

───────────────────────────────────────── 
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○審査事件等 

審査事件等 所 管 課 

議案第１４４号 薩摩川内市環境保全条例の一部を改正する等の条例の制定について 

議案第１４５号 鹿島小牟田墓地の指定管理者の指定について 

議案第１４６号 樋脇岩下共同納骨堂の指定管理者の指定について 

議案第１４７号 入来大内田共同納骨堂の指定管理者の指定について 

議案第１６４号 平成２７年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

環 境 課 

川内クリーンセン

タ ー 

議案第１４３号 薩摩川内市住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例の制

定について 

議案第１６４号 平成２７年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

市 民 課 

議案第１６４号 平成２７年度薩摩川内市一般会計補正予算 

議案第１７３号 平成２７年度薩摩川内市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予

算 

（所管事務調査） 

市 民 健 康 課 

議案第１６４号 平成２７年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

保 険 年 金 課 

（ 税 務 課 ） 

（ 収 納 課 ） 

議案第１６４号 平成２７年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

障 害 ・ 社 会 福 祉 課 

議案第１４８号 薩摩川内市立甑島敬老園等の指定管理者の指定について 

議案第１４９号 薩摩川内市特別養護老人ホーム鹿島園の指定管理者の指定について 

議案第１５０号 薩摩川内市里生活支援ハウスの指定管理者の指定について 

議案第１５１号 薩摩川内市鹿島生活支援ハウスの指定管理者の指定について 

議案第１６４号 平成２７年度薩摩川内市一般会計補正予算 

議案第１７４号 平成２７年度薩摩川内市介護保険事業特別会計補正予算 

（所管事務調査） 

高 齢 ・ 介 護 福 祉 課 

議案第１６４号 平成２７年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

保 護 課 

議案第１６４号 平成２７年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

子 育 て 支 援 課 

───────────────────────────────────────── 
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△開  会 

○委員長（永山伸一）ただいまから市民福祉

委員会を開会いたします。 

 本日の委員会はお手元に配付しております審査

日程により審査を進めたいとお思いますが、御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）それでは、審査を進め

ます。 

 ここで、傍聴の取り扱いについて申し上げます。

現在のところ傍聴の申し出はございませんけれど

も、会議の途中で傍聴の申し出がある場合は、委

員長において随時許可します。 

────────────── 

△環境課・川内クリーンセンターの審査 

○委員長（永山伸一）それでは、さっそく環

境課及び川内クリーンセンターの審査を行います。 

────────────── 

△議案第１４４号 薩摩川内市環境保全条

例の一部を改正する等の条例の制定について 

○委員長（永山伸一）まず、議案第１４４号

薩摩川内市環境保全条例の一部を改正する等の条

例の制定についてを議題といたします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○環境課長（内田泰二）改めまして、おはよ

うございます。環境課でございます。よろしくお

願いいたします。 

 それでは、初めに議案第１４４号薩摩川内市環

境保全条例の一部を改正する等の条例の制定につ

いてを説明いたします。 

 説明の前に、まことに申しわけございませんが、

議会資料のほうをちょっとお開き願いませんでし

ょうか。議会資料の２ページでございます。 

 こちらの１カ所訂正がございまして、２番の改

正に至る経緯等の（５）の３行目でございます。

３行目の頭に「自然保護法」とございますけれど

も、こちらを「自然公園法」。「公園」に訂正を

お願いいたします。お手数をおかけしまして、ま

ことに申しわけございません。 

 それでは、説明のほうをさせていただきます。 

 議案つづりその１の１４４―１ページをお開き

ください。ただいまの２ページのほうもお開きく

ださい。 

提案理由は、本会議において部長が説明いた

しましたので省略させていただきます。 

 議会資料の１の改正の目的でございます。本年

３月１６日に甑島が国定公園に指定されましたこ

とによりまして、自然公園法に基づく制限と薩摩

川内市自然保護条例に基づく制限が二重にかけら

れる区域が存在することになりました。これを解

消するために、今回改正を行うものでございます。 

 ２の改正に至る経緯等でございます。 

（１）の昭和５６年１０月に甑島県立自然公

園が指定されておりますが、それと同時期に当時

の上甑村と下甑村において、それぞれ自然保護条

例が制定されております。合併の新市誕生ととも

に、これらの条例が薩摩川内市自然保護条例とな

っております。 

 （３）の自然保護条例では、景勝保護区、遺跡

保護区、海域保護区、植物保護区と保護植物を指

定してございます。今回の国定公園化で、保護区

のほとんどが国定公園の区域に含まれることとな

ったため、（５）の自然公園法で保護をし、

（６）の国定公園の区域に含まれない景勝保護区

等につきましては、他の制度、これは県ウミガメ

保護条例とか、市の文化財保護条例というのがご

ざいますけれども、こちらで保護を図っていく。 

それと、（７）の薩摩川内市環境保全条例の

一部を改正することにより、保護を図っていくこ

ととしております。 

（８）の今回の薩摩川内市自然保護条例の見

直しにつきましては、薩摩川内市環境審議会に諮

問をし、妥当である旨の答申をいただいており、

（９）で薩摩川内市自然保護条例は廃止するもの

とさせていただきたいと考えております。 

 以上で、議案第１４４号の説明を終わります。

よろしくお願いいたします。 

○委員長（永山伸一）説明がございましたが、

これより質疑に入ります。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）討論はないと認めます。
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これより採決を行います。 

本案を原案のとおり可決すべきものと認める

ことに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決すべきもの

と決定しました。 

────────────── 

△議案第１４５号─議案第１４７号 

○委員長（永山伸一）次に、議案第１４５号

から議案第１４７号までの議案３件を一括議題と

します。これらの議案３件については、墓地及び

共同納骨堂の指定管理者の指定期間がいずれも平

成２８年３月３１日に満了することに伴い、新た

に指定管理者を指定しようとするものであります

ので、一括して説明を求め、質疑を行った後、

１件ごとに討論、採決を行います。 

 それでは、補足説明をお願いします。 

○環境課長（内田泰二）それでは、指定管理

者の指定に関する議案第１４５号から第１４７号

までの３件を一括して説明させていただきます。 

 今回の３施設は、施設の性格上、利用者が地元

に限られていることから非公募により現在の指定

管理者を候補者として選定しようとするものでご

ざいます。 

 初めに、議案第１４５号鹿島小牟田墓地の指定

管理者の指定についてを説明いたします。 

 議案つづりその１の１４５―１ページをお開き

ください。あわせて議会資料も御準備ください。

指定管理者に指定する団体は、鹿島南自治会です。

指定する期間は平成２８年４月１日から平成

３３年３月３１日までの５年間でございます。 

 提案理由は、本会議で部長が説明しましたので

省略させていただきます。 

 それでは、議会資料の３ページをお開きくださ

い。 

 １の指定管理者に行わせる施設の概要等は記載

のとおりでございますが、指定管理者に行わせる

主な業務は、市営墓地の維持管理や使用許可等で

ございます。指定管理候補者が示した事業計画の

概要は４ページの上段に記載してございます。 

選定委員会は、本年６月４日に開催いたしま

した。市民福祉部長を委員長といたしまして、内

部委員３名、外部委員３名の６名により候補者の

ヒアリングを含め、審査を行った後に採決をしま

した。 

 結果は、５ページにありますとおり合計

６００点に対しまして５０４点で、平均点が

８４点でございました。これまでの適正な管理と

健全な運営状況から現指定管理者である鹿島南自

治会を、非公募による候補者と選定いたしました。 

 次に、議案第１４６号樋脇岩下共同納骨堂の指

定管理者の指定についてを説明いたします。 

 議案つづりは、その１の１４６―１ページでご

ざいます。議会資料も御準備ください。 

 指定管理者に指定する団体は、樋脇岩下共同納

骨堂管理組合でございます。指定する期間は、先

ほどと同じく平成３３年３月３１日までの５年間

でございます。 

 提案理由は、省略させていただきます。 

 それでは、議会資料の６ページをお開きくださ

い。 

 １の指定管理者に行わせる施設の概要等は記載

のとおりでございます。指定管理者に行わせる主

な業務は、納骨堂の維持管理や使用許可等でござ

います。指定管理候補者が示した事業計画の概要

は７ページの上段に記載してございます。 

選定委員会は、同じく６月１８日に開催いた

しました。市民福祉部長を委員長といたしまして、

内部委員３名、外部委員５名の８名により候補者

のヒアリングを含め、審査を行いました。 

 結果は、８ページにありますとおり８００点に

対しまして６３７点で、平均点が７９.６点、こ

れまでの適正な管理と健全な運営状況から現指定

管理者である樋脇岩下共同納骨堂管理組合を、非

公募による候補者と選定いたしました。 

 次に、議案第１４７号入来大内田共同納骨堂の

指定管理者の指定についてを説明いたします。 

 議案つづりは１４７―１ページでございます。 

 指定管理者に指定する団体は、大内田自治会で

ございます。指定する期間は、平成３３年３月

３１日までの５年間でございます。提案理由は、

省略させていただきます。 

 議会資料の９ページをお開きください。 

 １の指定管理者に行わせる施設の概要等は記載

のとおりでございます。指定管理者に行わせる主

な業務は、納骨堂の維持管理や使用許可等でござ

います。指定管理候補者が示した事業計画の概要
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は、１０ページの上段に記載してございます。 

選定委員会は、６月１８日に開催し、部長を

委員長といたしまして、内部委員３名、外部委員

５名の８名により候補者のヒアリング、審査を行

った後、採点した結果は１１ページにありますと

おり８００点に対しまして６６２点で、平均点が

８２.８点となっております。同じく、これまで

の適正な管理と健全な運営状況から現指定管理者

であります大内田自治会を、非公募による候補者

と選定いたしました。 

 以上で、議案第１４５号から１４７号までの

３件の説明を終わります。よろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（永山伸一）では、議案３件の一括

質疑を行いたいと思います。御質疑願います。 

○委員（福田俊一郎）今さらながらの話で

－引き続き指定管理者に管理をさせていくとい

う議案なんですけれども。三つの議案の中で人件

費が出ているものと、そうでないものとあります

けれども、この人件費の決め方と。あと、維持管

理費とそれから消耗品費という、第１４６号は消

耗品費、第１４５号と第１４７号は管理費という

項目があるんですけれども、これは同じというふ

うに見ていいのかどうか、そこの確認をしておき

たいと思います。 

○環境課長（内田泰二）人件費の決め方でご

ざいますけれども、財産活用推進課が示した数字

をもとに計算をしてございます。それと、支出の

項目でございますけれども、表現は違いますけれ

ども考え方は同じで結構でございます。 

 以上です。 

○委員（福田俊一郎）第１４６号については、

人件費が、納骨堂の管理についてはないんですが、

ここについてどういうふうに捉えたらいいのかど

うかを１点だけお示しいただければと思います。 

○委員長（永山伸一）第１４６号の中の支出

の中で、人件費が出ていないけれども、どう考え

るかということですね。よろしいですか。 

○環境課長（内田泰二）共同納骨堂の場合は

建屋でございますので。小牟田墓地の場合は外の

墓地で、草を刈られたりとか、そういう作業が出

ますけれども、共同納骨堂の場合はそういった作

業がないということで見てございません。 

 以上でございます。 

○委員長（永山伸一）よろしいですか。ほか

にございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑は尽きたと認めま

す。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 では、これより討論、採決を行います。 

まず、議案第１４５号鹿島小牟田墓地の指定

管理者の指定について、討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）討論はないと認めます。

これより採決を行います。 

本案を原案のとおり可決すべきものと認める

ことに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決すべきもの

と決定しました。 

 次に、議案第１４６号樋脇岩下共同納骨堂の指

定管理者の指定について、討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）討論はないと認めます。 

これより採決を行います。 

本案を原案のとおり可決すべきものと認める

ことに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決すべきもの

と決定しました。 

 次に、議案第１４７号入来大内田共同納骨堂の

指定管理者の指定について、討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）討論はないと認めます。 

これより採決を行います。 

本案を原案のとおり可決すべきものと認める

ことに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決すべきもの

と決定しました。 

────────────── 

△議案第１６４号 平成２７年度薩摩川内
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市一般会計補正予算 

○委員長（永山伸一）次に、議案第１６４号

平成２７年度薩摩川内市一般会計補正予算を議題

といたします。 

 補足説明をお願いします。 

○環境課長（内田泰二）それでは、一般会計

補正予算の歳出について説明をいたします。予算

に関する説明書の３７ページをお開きください。 

 下の段になります４款１項８目環境衛生費環境

総務一般管理費３９０万８,０００円の減は、職

員の異動に伴う給与費の調整によるものでござい

ます。同じく、環境保全対策費５４０万円の増は、

甑島の海岸環境を保全し、良好な景観を守るため

漂着物の回収及び処理を行う海岸漂着物等地域対

策推進事業の委託料でございます。 

 次に、一般会計補正予算の歳入について説明い

たします。予算に関する説明書の１７ページをお

開きください。 

 中段の１６款２項３目衛生費補助金の５１３万

円は、海岸漂着物地域対策推進事業費補助金でご

ざいます。 

 次に、債務負担行為の補正について説明いたし

ます。予算に関する説明書の１１ページをお開き

ください。 

 先ほど市営墓地と共同納骨堂の指定管理者の指

定について審査いただきましたが、指定管理期間

が複数年にわたることから、指定管理料の債務負

担行為を設定する必要があります。第４表、

１１ページに記載のとおり今回３件分について補

整をするものでございます。 

 以上が、環境課分の補正予算の説明でございま

した。 

○川内クリーンセンター所長（若松幸記）

委員長、引き続きよろしいでしょうか。 

 川内クリーンセンターの補正予算について説明

いたします。 

 予算に関する説明書の３８ページをお開きくだ

さい。 

 ４款２項５目のごみ処理費でございます。説明

欄をごらんください。川内クリーンセンターの管

理費の２９１万８,０００円の減は、職員の異動

に伴う給与費の調整によるものであります。 

 以上で補正予算の説明を終わります。よろしく

お願いいたします。 

○委員長（永山伸一）それでは、これより質

疑に入ります。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 ここで、本案の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（永山伸一）次に、所管事務調査を

行います。説明がございますか。 

○環境課長（内田泰二）それでは、所管事務

の説明をさせていただきます。市民福祉委員会資

料の２ページをお開きください。 

 薩摩川内市環境保全条例制定時における本市環

境審議会からの答申に対するその後の対応につい

てでございます。 

１の拡声機音量に係る評価手法の見直しでご

ざいます。 

 平成２５年４月１日に施行しました薩摩川内市

環境保全条例では、拡声器使用の制限に関する規

定を設けてございますが、この条例を制定する際

に市の環境審議会に諮問したところ、騒音レベル

の評価について中央値を用いることは適当でない

ため、新条例施行後３年以内をめどに変更につい

て検討されたいとの意見が付されておりました。

今回、その見直しを行ったものでございます。 

 今回比較しました評価手法は（２）にあります

とおり、（２）の評価手法の特性と検討にありま

す３種類ございます等価騒音レベル、中央値、

９０％レンジの上端値の３種類ございますが、規

制では拡声機の使用時間を１回につき１０分以内

で１５分以上の休憩時間を置くと制限しており、

比較的短時間の測定で安定したデータを得る必要

があるため、９０％レンジの上端値を選択してお

ります。 

 （３）の規制値の検討では、データ収集等を行

い検討した結果、資料は３ページになりますが、

（４）にありますとおり、商業宣伝を目的とした

拡声機使用における騒音レベルの基準値は、

９０％レンジの上端値で７５デシベル以下に見直

すこととし、本年６月３０日に開催しました市の

環境審議会で了承されております。 
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 次に、２の内水面養殖場に対する経過措置の見

直しについても、シラスウナギの不漁が伝えられ

ており、事業者の経営悪化が予想されることから、

一定の猶予期間を設けるなど配慮も検討されたい

との意見が付されており、３年間の経過措置を設

けておりました。 

 （２）日本ウナギに対する世界的な動きなどか

ら、現状の整理を行い、（３）養鰻業を取り巻く

情勢を踏まえて、今後の検討を行った結果、

（４）にありますように、条例施行前に既に設置

されていた内水面養殖場に限り、規制基準の適用

を猶予する期間を３年間延長することとし、同日

の市環境審議会で了承されております。 

 ３の今後のスケジュールでございますが、同条

例施行規則の一部を改正し、平成２８年４月１日

から新基準での適用となります。 

 以上で、環境課の所管事務の説明を終わります。

よろしくお願いいたします。 

○委員長（永山伸一）クリーンセンターのほ

うはございませんか。 

○川内クリーンセンター所長（若松幸記）

ございません。 

○委員長（永山伸一）では、これを含めて所

管事務全般の質疑に入ります。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 委員外議員による質疑はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと…… 

○委員（橋口博文）要望案件をいいですか。 

○委員長（永山伸一）ここの件で要望ですか。 

○委員（橋口博文）はい。３月議会だったです

かね、お願いをしたことがあったんですけれども。

川底の、国道３号線の入り口の改良。あそこに深

夜、精米業者があってたくさんのもみすりをした

りしているんですけれども、１２月の上旬ごろか

ら工事が着工されていただけば－大型トラック

は－そうですから、積み出しができんというこ

とで１２月の初めごろから工事を着工していただ

けばいいがということで、お願いしておいてくだ

さいということでしたので。それ以降、工事にか

かっていただけますようにお願いをしておきます。 

○委員長（永山伸一）環境課に関係するんで

すか。 

○委員（橋口博文）クリーンセンターの。 

○委員長（永山伸一）クリーンセンターのほ

うの－大丈夫ですか。 

○川内クリーンセンター所長（若松幸記）

ただいま委員のほうから御要望がございましたの

で、１２月上旬をめどということですので、そこ

らについては担当部署のほうにお願いとして伝え

ておきますので、よろしくお願いします。以上で

す。 

○委員長（永山伸一）橋口委員、課の全体を

通しての所管事務調査の質疑ですので。委員外議

員に振る前に、ぜひ、課の中で一般的な部分は質

疑をお願いいたします。 

 では、以上で環境課及び川内クリーンセンター

の審査を終わります。御苦労さまでした。 

────────────── 

△市民課の審査 

○委員長（永山伸一）次は、市民課の審査に

入ります。 

────────────── 

△議案第１４３号 薩摩川内市住民基本台

帳カードの利用に関する条例を廃止する条

例の制定について 

○委員長（永山伸一）まず、議案第１４３号

薩摩川内市住民基本台帳カードの利用に関する条

例を廃止する条例の制定についてを議題といたし

ます。 

 補足説明をお願いします。 

○市民課長（榊 順一）おはようございます。

市民課です。まず初めに、議案第１４３号薩摩川

内市住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃

止する条例の制定について、説明いたします。 

 議案は、議案つづり１４３―１ページから

１４３―３ページになります。 

 提案理由につきましては、本会議で市民福祉部

長が説明しております。 

 内容につきましては、市民福祉部の議会資料に

より説明をさせていただきたいと思いますので、

議会資料の１ページをお開きください。 

○委員長（永山伸一）議会資料のほうですね、

委員会資料ではなくて議会資料のほうです。 

○市民課長（榊 順一）それでは、議会資料

の１ページによりまして、順を追って説明をいた

します。 
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 １の提案の理由につきましては、本会議で部長

が申し上げておりますが、再度説明をさせていた

だきたいと思います。 

 行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律が、平成２７年１０月

５日から施行されることに伴い、住民基本台帳に

記録されている住民に対し、個人番号が指定され、

当該番号をその者に対し通知カードにより通知さ

れます。また、平成２８年１月から個人番号カー

ドの交付が開始されることになっております。こ

れに伴い、住民基本台帳法に規定されている住民

基本台帳カードの交付に関する規定が削除され、

交付が終了すること等に伴い、当該条例を廃止し、

関連して印鑑条例及び手数料条例について所定の

規要の整備を行うとするものでございます。 

 次に、２の条例廃止・改正の概要について御説

明をいたします。 

 住民基本台帳カードの利用に関する条例は廃止

し、既存の住民基本台帳カードの利用については、

廃止条例の施行日以降も有効期限が満了するとき、

または個人番号カードの交付を受けるときのいず

れか早いときまでは、なお従前の例による経過措

置を設けております。 

 印鑑条例と手数料条例については一部改正をお

願いするものでございますが、まず印鑑条例につ

きましては、住民基本台帳カードに関連する条文

を削り、個人番号カードも印鑑登録証とみなされ

る規定を追加し、住民基本台帳カードで印鑑登録

証としての利用に関しては、本条例施行日の以降

もなお従前の例による経過措置を設けております。 

 また、住民基本台帳カードでは、印鑑登録証を

載せ込み登録証とみなす場合は、既に交付された

印鑑登録証を返還する措置をとっております。個

人番号カードでは、紛失などの再交付についても

即日交付とならないため－Ｊ－ＬＩＳのほうに

一旦申し込んでから届くということで、即日交付

とならないため、個人番号カードが再交付請求者

の手元に届くまでの間、印鑑登録証明書が取れな

い状況になることから、みなし個人番号カード

１枚では利用者に不便をかけることになります。 

 あるいは、個人番号カードの暗証番号を市で管

理できない－今回Ｊ－ＬＩＳのほうが管理をす

るというふうになっておりますことから、印鑑登

録証明書の代理請求があった場合、暗証番号が正

しいかどうかの確認ができず、証明書を発行でき

ないケースが発生します。登録証としてみなされ

る個人番号カードの所持者についても、印鑑登録

証を交付する考えで改正をお願いするものでござ

います。 

 次に、手数料条例につきましては、住民基本台

帳カードを用いて住民票の写し、印鑑登録証明書、

戸籍謄・抄本、所得課税証明書の交付を受ける場

合のそれぞれの手数料を５０円減額を削除すると

いうこと、それから通知カード及び個人番号カー

ドの再交付に係る手数料を新たに追加し、通知

カード５００円、個人番号カード８００円とする

ことをお願いするものでございます。 

 住民基本台帳カードを利用した証明書の交付の

場合の手数料５０円減額につきましては、カード

の優位性を持たせることによる普及を目的に、平

成１９年７月から実施をしております。住民基本

台帳カードは、平成２７年１２月で交付が終了す

ることになり、手数料減額の廃止をしようとする

ものでございます。また、通知カード及び個人番

号カードの再交付手数料については、それぞれの

原紙・ＩＣカードの購入原価等を考慮し、相当経

費として総務省から示された額となっております。 

 本条例の施行日につきましては、行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律の施行日にあわせ、個人番号カードは

平成２８年１月１日とし、通知カードの再交付に

係る部分については、平成２７年１０月５日とす

るものでございます。 

 ３の今後のスケジュールについてですが、条例

改正等の概要については、広報紙及び本庁・支所

等での張り紙、窓口等での説明などにより、また

コンビニ事業者を通じ、市民、利用者の皆様へ周

知を図ってまいりたいと考えております。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（永山伸一）ただいま説明がありま

したが、これより質疑に入ります。御質疑願いま

す。 

○委員（上野一誠）一応意見、要望。説明であ

ったように、やっぱり市民の皆さんの理解、改正

に伴う理解というものをどう周知を図るかという

ことが重要かと思いますので。あらゆる機会を捉

えて丁寧に、また説明もされながら、いろんな角
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度で説明の充実を、周知をしていただくことを意

見、要望として申し上げておきたいと思います。 

○委員長（永山伸一）意見・要望であります。 

○市民課長（榊 順一）ただいま意見・要望

がございましたとおり、あらゆる機会を通じて説

明を詳しくして理解を得たいというふうに考えて

おります。ありがとうございます。 

○委員長（永山伸一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑は尽きたと認めま

す。 

 次に、委員外議員から質疑はございませんか。 

○議員（成川幸太郎）マイナンバーが交付さ

れるのはもうわかっていることなんですが、これ

はいろんな法人にも交付されると。法人番号が交

付されるということなんですけども、最近ちょっ

と自治会とかコミュニティに対しても、みなし法

人として個人番号が通知されるんじゃないかとい

うことをお聞きしたんですが、本当なんでしょう

か。 

○委員長（永山伸一）成川議員、今、住民基

本台帳カードの利用に関する条例についてです。

関連してということで、よろしいでしょうか。今

のはマイナンバーの関係なんですが。 

○市民課長（榊 順一）今の御質問につきま

しては、そのように承知はしておりますけれども、

詳細については市民課のほうではまだ勉強途中で

ございます。 

 今回のマイナンバー制度につきましては、行政

改革推進課が制度の総括的な窓口になっておりま

して、そちらのほうでもいろいろ質問があったも

のについては勉強したりしてお答えしている状況

ですので、我々のほうもまた、連携しながらその

ような情報はまたキャッチしていきたいというふ

うに思います。以上です。 

○委員長（永山伸一）よろしいですね。では、

質疑は尽きたと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

本案を原案のとおり可決すべきものと認める

ことに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決すべきもの

と決定しました。 

────────────── 

△議案第１６４号 平成２７年度薩摩川内

市一般会計補正予算 

○委員長（永山伸一）次に、審査を一時中止

しておりました議案第１６４号平成２７年度薩摩

川内市一般会計補正予算を議題といたします。 

 補足説明を求めます。 

○市民課長（榊 順一）それでは、議案第

１６４号平成２７年度薩摩川内市一般会計補正予

算について説明いたします。予算に関する説明書

の２６ページをお開きください。 

 ２款１項１目説明欄の一般管理費のうち市民課

関係は、市民政策調整費において１,１２１万

１,０００円を減額しておりますが、これは人事

異動による職員給与費の調整に伴うものでござい

ます。 

 続きまして、２９ページをお開きください。 

 ２款３項１目説明欄の戸籍住民基本台帳費は

６９７万２,０００円を増額しておりますが、こ

れは人事異動による職員給与費の調整に伴うもの

でございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（永山伸一）これより質疑に入りま

す。御質疑願います。ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 ここで、本案の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（永山伸一）次に、所管事務調査を

行います。説明をお願いします。 

○市民課長（榊 順一）所管事務調査につき

ましては、市民福祉委員会資料のほうで御説明を

申し上げます。委員会資料の１ページをお開きく

ださい。 

 今回の所管事務調査につきましては、ここにあ
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りますように、マイナンバーの通知カードに関し、

やむを得ない理由により住民票の住所地で通知

カードを受け取ることができない方に対する取り

組みということで説明をさせていただきたいと思

います。 

 まず、新聞紙上でも最近記事となってきている

わけですが、１の居所情報登録申請の対象者につ

いて説明いたします。 

 （１）東日本大震災による被災者で住所地以外

の居所に避難されている方、それから（２）ＤＶ、

ストーカー行為等、児童虐待等の被害者で住所地

以外の居所に避難されている方、それから（３）

一人暮らしで、長期間医療機関・施設に入院・入

所されている方となっており、あらかじめ避難先

や施設入所先、入院先を居所として登録すると、

その避難先や施設、病院で通知カードを受け取る

ことができるというものでございます。 

 ２の登録期間でございますが、もう既に始まっ

て終盤に差しかかっておりますが、８月２４日か

ら始まり、あしたの９月２５日までの登録期間と

なっております。 

 ３番目、申請先は住民票のある住所地の市区町

村となっており、本市では市民課及び支所地域振

興課で受け付けをしております。 

 ４番目の制度の周知としましては、本市のホー

ムページに掲載するとともに、市内６６の介護保

険サービス提供事業所、１６８の医療機関に申請

関係書類とともに、周知型の依頼をしております。

また、障害者施設につきましては厚生労働省から

施設の上部団体を通じて、児童施設につきまして

は県から通知されているところでございます。こ

のほか、外国人向け英語版リーフレットを国際交

流センターへ掲示依頼、病院関係者が集まるイン

フルエンザ予防接種説明会での説明など、周知を

行ってきているところでございます。 

 ５の（２）に９月１０日現在の登録申請者を

５５人と記載しておりますが、直近の９月１８日

現在で１００名というふうになっているところで

ございます。 

 市民課では、本年６月から居所情報の把握のた

めの住民実態調査を実施しておりまして、マイナ

ンバーの周知カードが市民一人一人にきちんと届

くよう、住民の居所情報の把握に努めているとこ

ろでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（永山伸一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これを含めて所管事務全般につい

て、これより質疑に入ります。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 以上で、市民課の審査を終わります。御苦労さ

までした。 

────────────── 

   △市民健康課の審査 

○委員長（永山伸一）次は市民健康課の審査

に入ります。 

────────────── 

△議案第１６４号 平成２７年度薩摩川内

市一般会計補正予算 

○委員長（永山伸一）まず、審査を一時中止

しておりました議案第１６４号平成２７年度薩摩

川内市一般会計補正予算を議題といたします。 

 補足説明をお願いします。 

○市民健康課長（檜垣淳子）それでは、議案

第１６４号平成２７年度薩摩川内市一般会計補正

予算の市民健康課分について御説明申し上げます。

予算に関する説明書の３７ページをお開きくださ

い。 

 ４款１項１目保健衛生総務費で、市民健康課分

は、人件費、人事異動に伴う減額補正及び国民健

康保険直営診療施設勘定特別会計への繰出金に係

る４,２４４万６,０００円の減額補正をお願いす

るものです。 

 これで説明を終わります。よろしく御審査賜り

ますようお願いします。 

○委員長（永山伸一）これより質疑に入りま

す。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

ここで、本案の審査を一時中止します。 

────────────── 
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   △議案第１７３号 平成２７年度薩摩川内

市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計

補正予算 

○委員長（永山伸一）次に議案第１７３号平

成２７年度薩摩川内市国民健康保険直営診療施設

勘定特別会計補正予算を議題といたします。 

 まず、御説明をお願いします。 

○市民健康課長（檜垣淳子）次に、議案第

１７３号平成２７年度薩摩川内市国民健康保険直

営診療施設勘定特別会計補正予算について御説明

申し上げます。 

 歳出から説明いたしますので、予算に関する説

明書の１７４ページをお開きください。 

 １款１項１目一般管理費で３,０６３万円の減

額補正をお願いするものです。 

 次に、１７３ページをお開きください。 

 ７款１項１目一般会計繰入金について、一般会

計への繰り入れで実績見込みによる減額補正をす

るものです。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審査賜り

ますようお願いいたします。 

○委員長（永山伸一）ただいま当局から説明

がありましたが、これより質疑に入ります。御質

疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

本案を原案のとおり可決すべきものと認める

ことに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決すべきもの

と決定しました。 

────────────── 

   △所管事務調査 

○委員長（永山伸一）次に、所管事務調査を

行います。説明をお願いします。 

○市民健康課長（檜垣淳子）市民福祉委員会

資料の４ページをお開きください。 

 薩摩川内市新型インフルエンザ等対策行動計画

策定について報告いたします。 

 新型インフルエンザや同様の危険性のある新感

染症が発生した場合に、全国的かつ急速に蔓延し、

病状の程度が重篤になるおそれがあるため、対策

等の強化を図り、発生時において国民の生命等を

保護し、国民生活・経済に及ぼす影響が最少とな

ることを目的に、平成２５年４月に新型インフル

エンザ等対策特別措置法が制定されました。 

 国は同年６月に新型インフルエンザ等対策政府

行動計画を策定し、鹿児島県は平成２６年２月に

鹿児島県新型インフルエンザ等対策行動計画を策

定しました。本計画は、特措法第８条の規定によ

り、国・県の行動計画と整合性を保ちつつ、薩摩

川内市新型インフルエンザ等対策行動計画を策定

するものであり、市行動計画においては、市にお

ける新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に

関する事項や市が実施する基本的な対策等を示す

ものです。 

 次に、５ページをお開きください。 

 概要版で説明したいと思います。まず、策定の

目的ですが、政府行動計画及び鹿児島県行動計画

に基づき、本市が実施する新型インフルエンザ等

対策に関する基本的な方針及び各発生段階におけ

る対策を定め、本市の対策を総合的に推進するた

め行動計画を作成いたしました。 

 次に、対象とする感染症ですが、感染症法の第

６条第７項に規定しております新型インフルエン

ザ等感染症と新感染症で、その感染力の強さから

新型インフルエンザと同様に疾患の蔓延により、

国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれ

があると認められたものとなります。 

行動計画の位置づけですが、特措法第８条に、

市町村長は、都道府県行動計画に基づき、当該市

町村の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実

施に関する計画を作成するものとされております。 

 次に、行動計画の構成は、第１章はじめに、第

２章新型インフルエンザ等対策の実施に関する基

本的な方針、第３章各発生段階における対策の、

３章で構成されております。 

 次に、対策の目的と対策の効果概念図をごらん

ください。目的としましては、感染拡大を可能な
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限り抑制し、市民の生活及び健康を保護すること

と、市民生活及び社会機能に及ぼす影響が最少と

なるようにすることとしております。そのために、

流行のピークをおくらせ、医療体制の整備やピー

ク時の患者数を少なくする対策を行うこととして

おります。 

 次に、対策実施上の留意点としましては、基本

的人権を尊重するとともに、国、県、関係機関と

相互に連携、協力し対策の的確かつ迅速な実施に

万全を期すこととしております。 

 次に、６ページをお開きください。発生期段階

別対策概要です。 

未発生期では市民に対する啓発など、発生に

備えた事前の準備を行うことが重要となっており

ます。現在の状況の情報提供や感染対策の普及啓

発などを行います。 

海外発生期では、国において侵入の時期をお

くらせる対策がとられます。市は発生に備えて庁

内体制の強化及び予防接種の準備が必要です。県

と連携して対策等検討し、できる限りリアルタイ

ムな情報を提供し、注意喚起を行います。 

 市（県）内未発生期から市（県）内発生初期と

いうのは、全ての患者を疫学調査を行える状態の

ことであります。流行のピークをおくらせるため

の感染対策を実施することが必要となります。ま

た、緊急事態宣言がなされたら対策本部を設置し

ます。 

 医療体制の確保や予防接種の実施、市民へ蔓延

防止の広報活動などを行います。 

市（県）内感染期では、患者の接触歴が疫学

調査できなくなった状態では、対策の考え方を被

害軽減に切りかえて、国・県の対策本部と協議を

行いながら柔軟に対策を講じることができるよう

にしていく必要があります。市民に対しては、あ

らゆる媒体・機関を活用し、できるだけリアルタ

イムで情報を提供したり、状況に応じた対策を行

います。 

小康期では、対策の評価・見直し、流行の第

２波に備える予防接種の実施等を行っていくこと

となります。 

 詳しくは市民福祉委員会資料の別冊をごらんく

ださい。具体的な行動につきましては、現在マニ

ュアルを精査中であります。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（永山伸一）詳しくは別冊を参照し

てくださいとのことです。 

 それでは、当局の説明がございましたけれども、

これを含めて所管事務全般について、これより質

疑を行います。御質疑願います。 

○委員（森満 晃）済みません、下甑の医療の

瀬戸上先生ですか。来年の３月までかなと思うん

ですが。その後の任期といいますか、決まってい

らっしゃるんですか。 

○市民福祉部長（春田修一）委員御指摘のと

おり、本年度の３月末で満７５歳を迎えられると

いうことで、一応７１歳からの５年間の最終の期

限が来たところでございまして、現在、広報ある

いはへき地医療協議会、あるいは県の医師会報、

市のホームページ、そういうところを通じて募集

をかけているところでございます。現時点ではま

だ募集が、手を挙げるというか来ている方がいら

っしゃいませんので、今後これらについてどうす

るかということは、今現在検討を進めているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○委員（森満 晃）多分、来年度までには選定

がされると思うんですけど、もしその選定がなか

なか難しい場合だとか、そういった分については

どのようにお考えですか。 

○市民福祉部長（春田修一）現在、応募者が

なかったときのことも踏まえながら、今現在検討

を進めているところでございます。まだ、最終的

な結論に至っていないところでございまして、今

現在いろんなシミュレーションをしながら、状況

等について検討を行っているところでございます。 

○委員（森満 晃）今の先生の特例とか、そう

いった再雇用とかそういうことはまずないですね。 

○市民福祉部長（春田修一）瀬戸上先生につ

きましては、６７歳のときに定年制の６５が施行

されまして、７０までの定年延長という形で条例

を可決していただいたところです。その後、特に

専門的な知識を有するということで法律に基づい

て原則５年ということで、現在７５歳までの条例

を設定しているところでございます。 

 今後、瀬戸上先生の継続とかいう部分について

は、法律上は原則という形でなっておりますので、

可能性としてはあるところでございますが、それ
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らも含めまして今現在どうあるべきかということ

で検討を進めているということでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（永山伸一）よろしいですか。ほか

にございませんか。 

○委員（森永靖子）所管事務全般ということで

すので。インフルエンザのこういう行動計画策定

がなされておりますが、例えばその前の栄養、休

養、睡眠についてはあわせて保健センターではど

のようにお考えでしょうか。 

○市民健康課長（檜垣淳子）その前の段階、

感染予防ということで、いろんな機会を通じて食

生活改善推進員の方々を中心に栄養の必要性とか、

あと栄養士を中心にして現在教室等を実施してい

ただいているところです。そこの部分でも予防に

ついてお話をしたり、あるいはいろんな検診等で

感染症予防等の話をさせていただいているところ

です。 

 以上です。 

○委員（森永靖子）わかりました。それともう

一つ。せんだって千葉県で食生活の全国大会があ

ったときに、歯について日本歯科医師会会長の大

久保先生という方の講演を聞いたんですが。まだ

若い男性の方が上の前歯が４本あって、もう死ぬ

前だって言われていたのを、歯の先生がそれを高

齢に伴う体の疾患ではなくて食べることだという

のに気がつかれて、前の残された４本を内側から

固定して、あとは全部歯をきれいにして食事に気

をつけられたら、その方が畑仕事もでき、山にも

行かれという形だったという話を聞きました。 

 保健センターのほうの歯科衛生士の先生が一人、

あと非常勤で一人おられるって以前聞いたんです

が。県のほうでは歯科のほうの条例までできてい

ると聞きましたけども。保健センターのほうの歯

科については－８０２０というと高齢者だけと

いうふうにとらえがちですが、小さい子どもから

歯に関して今の歯科衛生士の一人体制に対して、

ひっくるめてどのようにお考えでしょうか。 

○市民健康課長（檜垣淳子）今、歯科衛生士

が一人職員でおります。乳幼児健診とか、あるい

は成人は歯周病歯科の検診、あるいは高齢者は

「噛む噛む歯っぴぃ教室」ということで教室等、

あと検診等を行いながら、歯についての普及をし

ているところなんですけれども、在宅の方もいら

っしゃるので、職員が中心になりながら、そちら

の方々を活用させていただいて、今現在している

ところで、十分かどうかと言われると今の段階で

は十分ではないかと思っているんですけれども、

また推進していきたいと思っております。以上で

す。 

○委員（森永靖子）在宅の歯科衛生士さんもた

くさんいらっしゃるようですので、高齢者のとこ

ろなども出前でまわれるような体制ができたらな

というふうに思いますので、要望としておきたい

と思います。お願いします。 

○委員長（永山伸一）要望であります。よろ

しいですか。部長、ありますか。 

○市民福祉部長（春田修一）歯科の部分でご

ざいます。歯科医師会の動きをちょっとお知らせ

させていただければ思います。 

 委員おっしゃいますように、口腔ケアも含めま

して歯科医師会も非常に重要だと。特に、高齢者

だけではなくて重要だというようなこと等で、在

宅医療支援センターということで、医師会が設置

しているんですが、そこに同じ事務所に歯科医師

会のほうもつくっていただいております。そうい

うことで、医療と歯科も連携しながら口腔ケア、

そういう部分についても対応をいただいていると

ころでございます。 

 また、市のほうとしましてもポータブルの、携

帯用の訪問歯科ができるような形で、機器を貸与

いたしまして、それで口腔ケアを含めた在宅歯科

という部分にも力を入れていただいているところ

でございますので、先ほど委員がおっしゃいます

ように歯科衛生士とも連携をとりながら、歯とい

う、食ということも含めまして、歯が重要でござ

いますので連携をとっていきたいというふうに考

えているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（永山伸一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑は尽きたと認めま

す。 

 次に、委員外議員から質疑はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 以上で、市民健康課の審査を終わります。御苦

労さまでした。 
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────────────── 

   △保険年金課の審査 

○委員長（永山伸一）では、次は保険年金課

の審査に入ります。 

────────────── 

△議案第１６４号 平成２７年度薩摩川内

市一般会計補正予算 

○委員長（永山伸一）まず、審査を一時中止

しておりました議案第１６４号平成２７年度薩摩

川内市一般会計補正予算を議題といたします。 

 補足説明を求めます。 

○保険年金課長（西田光寛）それでは、議案

第１６４号平成２７年度薩摩川内市一般会計補正

予算の保険年金課分について御説明申し上げます。 

 歳出について御説明いたしますので、予算に関

する説明書の３７ページをお開きください。 

 ４款１項５目国民健康保険対策費３４９万

５,０００円の減額補正については、人事異動に

伴う人件費に係る減額補正であります。 

 以上で、一般会計に係る保険年金課の説明を終

わります。よろしくお願いします。 

○委員長（永山伸一）ただいま当局の説明が

ございましたけれども、これより質疑に入ります。

御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 ここで、本案の審査を一時中止します。 

────────────── 

   △所管事務調査 

○委員長（永山伸一）次に、所管事務調査を

行います。説明がございますか。 

○保険年金課長（西田光寛）それでは、所管

事務調査として委員会資料に基づき説明させてい

ただきます。市民福祉委員会資料の７ページをお

開きください。 

 これは、定例で御報告させていただいておりま

す短期被保険者証資格証明書の交付状況について、

国民健康保険、後期高齢者医療保険、それぞれ

７月末現在を記載してありますので、御参照いた

だきたいと思います。 

 以上で保険年金課に関する事項について、説明

を終わります。よろしくお願いします。 

○委員長（永山伸一）当局の説明がございま

したけれども、これも含めて所管事務全般につい

て、これより質疑に入ります。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 委員外議員から質疑はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 以上で保険年金課の審査を終わります。御苦労

さまでした。 

────────────── 

   △障害・社会福祉課の審査 

○委員長（永山伸一）では、次は障害・社会

福祉課の審査に入ります。 

────────────── 

△議案第１６４号 平成２７年度薩摩川内

市一般会計補正予算 

○委員長（永山伸一）まず、審査を一時中止

しておりました議案第１６４号平成２７年度薩摩

川内市一般会計補正予算を議題といたします。 

 補足説明をお願いします。 

○障害・社会福祉課長（宍野盛久）障害・社

会福祉課の補正予算について説明いたします。予

算に関する説明書の３３ページをお開きください。 

 ３款１項１目社会福祉総務費の社会福祉管理運

営費の減額は、平成２７年４月の人事異動に伴う

職員給与費の調整です。同じく２目身体障害者等

福祉費の一般障害者自立支援事業費の増額は、平

成２７年４月の人事異動に伴う職員給与費の調整

です。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（永山伸一）では、これより質疑に

入ります。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 ここで、本案の審査を一時中止します。 

────────────── 

   △所管事務調査 

○委員長（永山伸一）次に、所管事務調査を

行います。説明があればお願いします。 

○障害・社会福祉課長（宍野盛久）特にござ

いません。 
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○委員長（永山伸一）では、所管事務全般に

ついてこれより質疑に入ります。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 以上で障害・社会福祉課の審査を終わります。

御苦労さまでした。 

────────────── 

   △高齢・介護福祉課の審査 

○委員長（永山伸一）では、次は高齢・介護

福祉課の審査に入ります。 

────────────── 

△議案第１４８号─議案第１５１号 

○委員長（永山伸一）まず、議案第１４８号

から議案第１５１号までの議案４件を一括議題と

します。 

 これらの議案４件については、特別養護老人

ホーム等の指定管理者の指定期間がいずれも平成

２８年３月３１日に満了することに伴い、新たに

指定管理者を指定しようとするものでありますの

で、一括して説明を求め、質疑を行った後、１件

ごとに討論、採決を行います。 

 では、当局の補足説明をお願いします。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）それでは、

まず議案第１４８号薩摩川内市立甑島敬老園等の

指定管理者の指定について御説明を申し上げます。 

 議案つづりその１の１４８―１ページをお開き

ください。 

 指定管理者に管理を行わせる施設は、特別養護

老人ホーム甑島敬老園、老人デイサービスセン

ター甑島敬老園であります。 

 指定する団体は、社会福祉法人薩摩川内市社会

福祉協議会で、当該団体は現在の指定管理者でも

あります。指定する期間は、平成２８年４月１日

から平成３３年３月３１日までの５年間でありま

す。 

 提案理由につきましては、本会議で部長が説明

しておりますので、省略をさせていただきます。

内容につきましては、議会資料で説明いたします

ので、議会資料の１２ページをお開きください。 

 指定管理者に行わせる施設の概要等は記載のと

おりで、指定管理者に行わせる主な業務は養護老

人ホーム、特別養護老人ホーム及び老人デイサー

ビスセンターの管理、運営であります。 

 指定管理候補者であります社会福祉法人薩摩川

内市社会福祉協議会の概要は、１３ページから記

載してあるとおりであります。 

 指定管理候補者が示した事業の計画の概要は

１４ページから記載してあるとおりで、養護老人

ホームは併用制、特別養護老人ホーム及び老人デ

イサービスセンターは利用料金制であります。 

 資料の１６ページをお開きください。 

 選定経過の概要であります。選定委員会は、本

年６月４日に開催いたしました。市民福祉部長を

委員長といたしまして、内部委員３名、外部委員

５名の計８名により候補者のヒアリングを含め、

審査を行った後に採点した結果、１７ページにあ

りますとおり、配点８００点に対しまして

５７０点で得点率７１.２５％でありました。 

 受託事業者がかわることで、利用者の心理面に

与える影響を考慮し、またこれまでの適正な管理

と健全な運営状況から、現指定管理者であります

社会福祉法人薩摩川内市社会福祉協議会を、非公

募による候補者として選定をいたしました。 

 次に、議案第１４９号薩摩川内市特別養護老人

ホーム鹿島園の指定管理者の指定について御説明

をいたします。 

 議案つづりその１の１４９―１をお開きいただ

きたいと思います。 

 指定管理者に管理を行わせる施設は、特別養護

ホーム鹿島園であります。 

 指定する団体は、社会福祉法人薩摩川内市社会

福祉協議会で、当該団体は現在の指定管理者でも

あります。指定する期間は、平成２８年４月１日

から平成３３年３月３１日までの５年間でありま

す。 

 提案理由につきましては、省略させていただき

ます。内容につきましては、議会資料で説明いた

します。議会資料の１８ページをお開きください。 

 指定管理者に行わせる施設の概要等は記載のと

おりで、指定管理者に行わせる主な業務は特別養

護老人ホームの管理、運営でございます。 

 指定管理候補者であります社会福祉法人薩摩川

内市社会福祉協議会の概要は、１９ページから記

載してあるとおりであります。 

 指定管理候補者が示した事業計画の概要は

２０ページから記載してあるとおりで、管理形態

につきましては、利用料金制であります。 

 資料の２１ページをお開きいただきたいと思い
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ます。 

 選定経過の概要であります。選定委員会は、本

年６月３日に開催いたしました。市民福祉部長を

委員長とし、内部委員３名、外部委員３名の計

６名により候補者のヒアリングを含め、審査を行

った後に採点した結果、２２ページにありますと

おり、配点６００点に対し４１１点で得点率

６８.５％でありました。 

 受託事業者がかわることで、利用者の心理面に

与える影響を考慮し、またこれまでの適正な管理

と健全な運営状況から、現指定管理者である社会

福祉法人薩摩川内市社会福祉協議会を、非公募に

よる候補者として選定をいたしました。 

 次に、議案第１５０号薩摩川内市里生活支援ハ

ウスの指定管理者の指定について御説明を申し上

げます。 

 議案つづりの１５０―１ページをお開きいただ

きたいと思います。 

 指定管理者に管理を行わせる施設は、里生活支

援ハウスであります。 

 指定する団体は、薩摩川内市社会福祉協議会で、

当該団体は現在の指定管理者でもあります。指定

する期間は、平成２８年４月１日から平成３３年

３月３１日までの５年間です。 

 提案理由につきましては、省略をさせていただ

きます。内容につきましては、議会資料で説明い

たします。議会資料の２３ページをお開きくださ

い。 

 指定管理者に行わせる施設の概要は記載のとお

りで、事業の内容としまして、市内に居住する

６５歳以上のひとり暮らしや高齢者のみの世帯な

ど、居宅で生活することに不安のある方に対し、

一定期間住居を提供し、利用者に対し日常生活の

介護や援助、相談、助言などを行うものでありま

す。指定管理者に行わせる主な業務は里生活支援

ハウスの管理運営であります。 

 指定管理候補者であります薩摩川内市社会福祉

協議会の概要は、記載してあるとおりであります。 

 指定管理候補者が示した事業計画の概要は、

２４ページから記載してあるとおりで、管理形態

は委託料制であります。 

 選定経過の概要であります。２５ページをお開

きください。 

 選定委員会は、本年６月３日に開催をいたしま

した。市民福祉部長を委員長とし、内部委員３名、

外部委員３名の計６名による候補者のヒアリング

を含め、審査を行った後に採点した結果、

２６ページにありますとおり、配点６００点に対

し４６８点で得点率７８％でありました。 

 受託事業者がかわることで、利用者の心理面に

与える影響を考慮し、またこれまでの適正な管理

と健全な運営状況から、現指定管理者であります

社会福祉法人薩摩川内市社会福祉協議会を、非公

募による候補者として選定をいたしました。 

 次に、議案第１５１号薩摩川内市鹿島生活支援

ハウスの指定管理者の指定について御説明を申し

上げます。 

 議案つづりその１の１５１―１ページをお開き

ください。 

 指定管理者に管理を行わせる施設は、鹿島生活

支援ハウスであります。 

 指定する団体は、薩摩川内市社会福祉協議会で、

当該団体は現在の指定管理者でもあります。指定

する期間は、平成２８年４月１日から平成３３年

３月３１日までの５年間であります。 

 提案理由につきましては、省略をさせていただ

きます。内容につきましては、議会資料の

２７ページをお開きいただきたいと思います。 

 指定管理者に行わせる施設の事業内容につきま

しては先ほど説明いたしました議案第１５０号と

同じでございます。 

指定管理者に行わせる主な業務は、鹿島生活

支援ハウスの管理、運営であります。 

 指定管理候補者であります薩摩川内市社会福祉

協議会の概要は、記載してあるとおりであります。 

 指定管理候補者が示した事業の計画の概要は

２８ページから記載してあるとおりで、管理形態

は委託料制であります。 

 ２９ページをごらんいただきたいと思います。 

 選定経過の概要であります。選定委員会は、本

年６月３日に開催をいたしました。市民福祉部長

を委員長とし、内部委員３名、外部委員３名の計

６名により候補者のヒアリングを含め、審査を行

った後に採点した結果、３０ページにありますと

おり、配点６００点に対し４３３点で得点率

７２.２％でありました。 

 受託事業者がかわることで、利用者の心理面に

与える影響を考慮し、またこれまでの適正な管理
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と健全な運営状況から、現指定管理者であります

社会福祉法人薩摩川内市社会福祉協議会を、非公

募による候補者として選定をいたしました。 

 以上で説明をお願いします。よろしくお願いい

たします。 

○委員長（永山伸一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより議案４件を一括して質疑

に入りたいと思います。御質疑願います。 

○委員（上野一誠）社会福祉協議会に全て指定

管理されるわけですけど、一方では今あったよう

に健全な運営あるいは適正に業務をやっていらっ

しゃるということであるんですが、社会福祉協議

会の経営方針に当たる部分ではあるんですけども、

やはり多くの事業を社会福祉協議会が受けてきて

いるというのが事実だと思うんです。 

 そうしたときに、やっぱり人の関係とか、いろ

んなそういうものが内部に相当苦労があるんじゃ

ないかというようなことも聞こえてくるんですけ

ども。行政としてこういう大事な事業を委託をし

ていく、指定管理をしていく中で、今の社会福祉

協議会の現状というのをどのように分析をしてい

らっしゃるか、ちょっと教えてください。 

○市民福祉部長（春田修一）現在の社会福祉

協議会の状況でございますが、まず指定管理の部

分と委託の部分につきましては、経営状態として

は赤字が出るということはなく、特に特別介護

サービス事業については、特老の部分については

黒字が、利用料金制度の中でも黒字が出ておりま

す。 

 ただ、介護サービスにつきましては、どうして

も看護師さんとか、介護士さん、そういう形で資

格を持っていらっしゃる職員が必要となるという

ようなこと等で、なかなか、特に看護師の確保が

在宅の看護師もなかなか見つからなかったりとい

うような形で苦労をされているというふうに判断

しているところでございます。 

 それに対して、市のほうとしましては奨学金制

度をつくっているわけでございますが、なかなか

それの応募自体も島内、島外も含めて、ないとい

うことで人材確保というのが非常に大きな課題だ

ろうというふうに考えております。人材につきま

しては、全体で職員、嘱託それと臨時職員を含め

まして３００人を超える組織となっておりまして、

今上野委員おっしゃいますように人事に係る面に

ついては非常に御苦労をされているというふうに

考えているところでございます。 

 経営状態につきましては、決算が出ていまして

２年連続で赤字が出てきたというようなこと等が

ございまして、それらに対する対応をどうするか

という部分で今協議をしているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○委員（上野一誠）いろいろ厳しい状況も介護

サービスを含めて内容も若干聞こえてくる部分が

あるので。十分市民とのやっぱりこういう福祉と

いう意味では大きな役割を果たしていただいたの

が社会福祉協議会だと思うので、いろんな課題に

ついてもぜひ一つさらなる当局も努力していだい

て、いろんな連携を図っていただくように意見、

要望として申し上げておきます。 

○委員長（永山伸一）社協への支援の意見、

要望であります。ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑は尽きたと認めま

す。 

 では、これより討論、採決を行います。 

まず、議案第１４８号薩摩川内市立甑島敬老

園等の指定管理者の指定について、討論はありせ

んか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

本案を原案のとおり可決すべきものと認める

ことに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決すべきもの

と決定しました。 

 次に、議案第１４９号薩摩川内市特別養護老人

ホーム鹿島園の指定管理者の指定について、討論

はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

本案を原案のとおり可決すべきものと認める

ことに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）異議なしと認めます。 
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よって、本案は原案のとおり可決すべきもの

と決定しました。 

 次に、議案第１５０号薩摩川内市里生活支援ハ

ウスの指定管理者の指定について、討論はありま

せんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

本案を原案のとおり可決すべきものと認める

ことに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決すべきもの

と決定しました。 

 次に、議案第１５１号薩摩川内市鹿島生活支援

ハウスの指定管理者の指定について、討論はあり

ませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

本案を原案のとおり可決すべきものと認める

ことに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決すべきもの

と決定しました。 

────────────── 

△議案第１６４号 平成２７年度薩摩川内

市一般会計補正予算 

○委員長（永山伸一）では、次に審査を一時

中止しておりました議案第１６４号平成２７年度

薩摩川内市一般会計補正予算を議題といたします。 

 補足説明をお願いします。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）それでは、

高齢・介護福祉課分について説明を申し上げます。 

 最初に歳出から説明いたしますので、予算に関

する説明書の３４ページをお開きいただきたいと

思います。 

 ３款２項１目老人福祉総務費では１１万

７,０００円の増額補正でありますが、内容につ

きましては人事異動に伴います給与費の増額でご

ざいます。 

 次 に 、 同 項 ３ 目 介 護 保 険 対 策 費 で は

１,４２５万６,０００円の減額補正でありますけ

れども、主なものは人事異動に伴います給与費の

増額と、１３節委託料では介護保険システム改修

業務委託等で、国の内示があったためにこれは増

額するものでございます。２８節繰出金では、国

の制度改正に伴い、これまで繰出金で予算充当い

たしておりました認知症施策推進事業など４事業

が介護給付費３％とは別枠の地域支援事業の中に

組み込まれたために減額するものでございます。 

 同 項 ４ 目 養 護 老 人 ホ ー ム 費 で は １ ３ 万

８,０００円の減額補正でありますけれども、人

事異動に伴います減額でございます。 

 同項５目特別養護老人ホーム費では２５１万

６,０００円の増額補正でありますけれども、人

事異動に伴います増額と、１８節備品購入費では

業務用洗濯機及び乾燥機が老朽化のために故障し

たため、増額補正をするものでございます。 

 続きまして、歳入について説明をさせていただ

きます。１７ページをお開きいただきたいと思い

ます。 

 １６款２項２目民生費補助金のうち高齢・介護

福祉課分は、６節介護保険事業費補助金１２６万

７,０００円の増額で、介護保険システム改修に

伴います国の内示額でございます。 

 次に、債務負担行為補正について御説明をいた

します。１１ページをお開きいただきたいと思い

ます。資料の中ほどでございます。 

 先ほど里と鹿島の生活支援ハウス及び甑島敬老

園の指定管理者の指定について審査いただきまし

たけれども、指定期間が複数年にわたりますこと

から、指定管理料の債務負担行為を設定する必要

があり、記載のとおり今回３件分について補正す

るものでございます。先ほど審査していただいた

他の施設については、利用料金制でございます。 

 以上で、一般会計に係ります説明を終わります。

よろしくお願いいたします。 

○委員長（永山伸一）では、これより質疑に

入ります。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 ここで、本案の審査を一時中止します。 

────────────── 

△議案第１７４号 平成２７年度薩摩川内

市介護保険事業特別会計補正予算 

○委員長（永山伸一）次に、議案第１７４号
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平成２７年度薩摩川内市介護保険事業特別会計補

正予算を議題といたします。 

 補足説明をお願いします。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）それでは、

最初に歳出から説明をさせていただきますので、

予算に関する説明書の１８９ページをお開きくだ

さい。 

 ３款１項４目一次予防事業費の補正は１２節役

務費につきましては、これまで介護サービスを受

けていない６５歳以上の方に介護予防事業のお知

らせを送付しておりましたけれども、今年度から

６５歳以上の全高齢者を対象とし、広報紙や介護

保険事業実施事業所において広く広報をすること

としたために減額補正をするものでございます。

１３節委託料につきましては、平成２８年度から

実施予定の総合事業に向けた新規モデル事業とし

て、食生活改善訪問型サービス事業を実施しよう

とするものでございます。 

 次に、５目二次予防事業費の減額補正は、これ

まで二次予防事業対象者は医師の判断を仰ぎ事業

に参加をしていただいておりましたけれども、医

師の判断を不要としたために減額するものでござ

います。 

 １９０ページをお開きください。 

 ３款２項１目介護予防ケアマネジメント事業費

の減額補正は、職員の人事異動に伴います減額補

正であります。 

次に、５目任意事業費の８節報償費及び９節

旅費につきましては、これまで介護給付の適正化

のために要支援のケアプラン点検を実施していま

したけれども、本年１０月から要介護認定者のケ

アプランの点検を実施することとし、この会議に

市内の主任介護支援専門員に出席していただくた

めに増額補正するものであります。１３節委託料

につきましては、モデル事業として認知症カフェ

事業を実施するため増額するものであります。こ

れは、認知症の人やその家族の方が気軽に集まっ

てお茶飲みなどをしながら語り合い、息抜きがで

きる場所を提供しようとするものであります。 

 １９節負担金補助及び交付金につきましては、

新たに２名認知症地域支援推進委員研修会に参加

させるために増額補正をするものでございます。 

 次に、７目包括的支援事業一般管理費につきま

しては、健やか支援アドバイザー研修会謝金につ

きまして不足が生じる恐れがあるために増額補正

をするものであります。 

 続きまして、歳入について御説明をさせていた

だきます。１８４ページをお開きください。 

 ４款２項４目地域支援事業交付金につきまして

は、１節の減額は、介護予防事業の減額に伴いま

す減額補正であります。３節の増額補正は、国の

制度改正に伴い、認知症施策推進事業など４事業

が、先ほど申しました介護給付費３％とは別枠で、

地域支援事業の中に組み込まれたために、財源組

みかえを行うものであります。 

 １８５ページをごらんください。 

 ５款１項２目地域支援事業支援交付金につきま

しては、介護予防事業の減額に伴います減額補正

であります。 

 １８６ページをお開きください。 

 ６款３項１目地域支援事業交付金と１８７ペー

ジの９款１項１目の一般会計繰入金の節区分で、

介護予防事業につきましては、同じく介護予防事

業の減額に伴います補正でございます。また、節

区分の包括的支援事業・任意事業につきましては、

先ほど説明いたしました国の制度改正に伴います

財源組みかえであります。 

 １８８ページをお開きいただきたいと思います。 

 ９款２項１目介護給付費準備基金繰入金につき

ましては、認知症施策推進事業など４事業につい

て、事業の枠組みを拡充したことから不足分を基

金から繰り入れるものでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願い申し

上げます。 

○委員長（永山伸一）では、これより質疑に

入ります。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 これより、討論、採決を行います。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

本案を原案のとおり可決すべきものと認める

ことに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決すべきもの
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と決定しました。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（永山伸一）では、次に所管事務調

査を行います。補足説明をお願いします。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）それでは、

高齢・介護福祉課分の所管事務について御説明を

いたします。市民福祉委員会資料の８ページをお

開きいただきたいと思います。 

 入来高齢者福祉センターの閉鎖について、これ

までの経緯等について御説明をさせていただきま

す。当該施設につきましては、１の概要に記載の

とおり昭和４６年に建設された建物で、建築から

４４年を経過しており、公有財産利活用基本方針

に基づく財産仕分けにおいては、閉鎖とされた建

物でございます。場所につきましては、９ページ

の位置図を御参照いただきたいと思います。 

 ２、施設の管理でありますけれども、現在、社

会福祉協議会に管理していただいており、指定期

間は今年度末までとなっているところであります。

なお、年度ごとの指定管理料及び使用料につきま

しては、記載のとおりでございます。 

 ３の利用実績でございます。入浴者数が大分伸

びてきていると思いますけれども、これにつきま

しては平成２５年１月にアゼロ湯が、平成２７年

２月に柴垣湯が閉鎖されたことに伴い、臨時的に

利用を認めたため増加したものでございます。な

お、高齢者福祉センターの入浴施設につきまして

は、一般公衆浴場ではなく、特殊浴場であるため、

本来はセンターを利用された方だけが入浴可能な

施設となっているところであります。 

 ４の協議経過であります。これまで、地区コミ

の会長、自治会長、利用者団体の代表者などと協

議をしてまいりました。また、このほか副田地区

におきましては、活性部会を２回ほど開催をして

いただき、閉鎖について御協議をしていただきま

した。 

 ９ページをごらんいただきたいと思いますけど

も、これまでの経過でございますけども、閉鎖に

つきましてはおおむね理解をしていただくことが

できたところでございます。また、副田地区コミ

のほうからは、今後文化ホールや湯之山館を中心

に地域の活性化を図っていくとのコメントもいた

だいたところでございます。 

 ただし、閉鎖の条件といたしまして、①

１００名程度の飲食ができる代替施設を講じるこ

と、②入来文化ホール別館を避難所として機能拡

充を図ること、以上の２点の要望がございました。 

 ①につきましては、文化課と協議を行い文化

ホールで現在調整済みでございます。②につきま

しては、現在、関係課と協議中であります。また、

これにつきましては、副田地区コミからも関係課

に要望をしていきたいということでございました。 

 今後のスケジュールでありますけれども、

１２月議会に施設の廃止議案を上程し、来年４月

１日で閉鎖を予定しているところであります。今

後の当該施設の活用方針ですけれども、売却、無

償譲渡、無償貸付などが考えられますけれども、

現状ではなかなか厳しいような状態でございます。 

 次に、敬老金等支給実施について御説明をいた

します。１０ページをお開きいただきたいと思い

ます。敬老金につきましては、９月１７日に配付

を行いました。支給対象者は、満１００歳以上の

９４名と満８８歳の６０５名の方々であります。

なお、市内の最高齢者は里にお住いの角ユミ様、

１０５歳であります。支給金等につきましては、

市内最高齢者にはお祝い金２０万円とお祝い状を、

１００歳以上の方及び８８歳の方にはお祝い金

１万円とお祝い状をお渡ししてございます。 

 配付につきましては、１００歳以上の方には副

市長、教育長、部課長等で、８８歳の方には民生

委員の方々にお願いをして配付をしております。

その他といたしまして、年度内に１００歳到達者

の方には内閣総理大臣記念品が、満９０歳の方に

は市社会福祉協議会から記念品が贈呈をされてお

ります。 

 ４の高齢化率等でございますけれども、本市の

高齢化率平均寿命最高齢を記載しておりますので

ごらんいただきたいと思います。 

 また、１１ページには、民生委員、児童委員協

議会の地区割りでございますけども、それぞれの

地区別の対象者数を記載しておりますので、御参

照いただきたいと思います。 

 次に、１２ページをお開きください。 

 認知症予防教室について御説明をさせていただ

きます。まず、本市の現状と課題ですけれども、

上のピラミッド型の図をごらんいただきたいと思

います。本年４月１日現在のデータでございます
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けれども、６５歳以上の高齢者２万８,４３０人

のうち介護認定を受けていらっしゃる方が

６,３３２名、そのうち日常生活自立度Ⅱ以上の

認知症の方が３,９４２名となっております。こ

の日常生活自立度Ⅱというのは、日常生活に支障

を来すような症状、行動や意思疎通の困難が多少

見られても、誰かが注意していれば自立ができる

というような程度の方々でございます。 

 ピラミッドの真ん中、未認定者で認知症の疑い

のある高齢者については、これまで委員会におき

まして説明をいたしました認知症初期集中支援事

業におきまして、把握した発症率であります。こ

れらを含めますと、高齢者の５人に１人が認知症

であると考えられます。 

ＭＣＩ期とありますけども、これは軽度認知

機能障害で何らかの認知機能の低下は見られるけ

れども、日常生活に支障のない状態であります。 

 下の表をごらんください。本市の認知症高齢者

の割合は１３.９％で、国の１０年後の予想をも

上回っている状況であります。ＭＣＩ期の欄をご

らんください。ＭＣＩの有病率推定値につきまし

ては１３％と言われておりまして、１０年後、

２０年後の認知症予備軍でございます。厚生労働

省の調査によりますと、６５歳以上の認知症患者

は４６０万人以上、ＭＣＩ期では４００万人にも

上ると言われております。これらの状況を考えま

すと、認知症の方々が今後ますます増加していく

ものと考えております。 

 ＭＣＩは、認知症の人と健常者の間の症状を示

すもので、加齢とは関係ありません。認知症を予

防するためには、このＭＣＩの時期に対策をする

ことが大切であると考えております。 

 課題に記載してありますとおり、発症予防には、

運動、脳トレ、栄養改善が効果的であるとの国の

報告もあり、医師会などと連携を図り、早期診断、

早期対応を講じる必要がございます。また、これ

まで生活習慣病予防や運動機能向上などの事業を

実施してまいりましたけれども、これらを一体と

した認知症予防に特化した施策が必要であると考

えているところでございます。 

 １３ページをごらんください。 

 認知症予防事業の考え方であります。これまで

説明いたしました本市の現状や課題等を踏まえ、

国立長寿医療センターや筑波大学などの先進事例

の報告を参考としながら、本市独自の認知症予防

改善のサイクル確立を目指すこととしております。

予防プログラムの内容でございますけれども、運

動をしながら脳トレをする。デュアルタスクと言

われておりますけれども、例えばウオーキングを

しながら足し算をするとか、運動をしながら頭を

使うことであります。それと、栄養を組み合わせ

たプログラムを市内の高齢者を対象に実施し、効

果の把握を行うこととしております。 

 認知症予防の役割でございますけども、医師会

においては物忘れ外来やＭＲＩ検査によります早

期診断や早期治療を、行政はプログラムの開発を、

事業所におきましては介護予防教室などを実施し、

それぞれの機関が連携を図りながら、今後実施し

てまいりたいと考えているところでございます。

下の図は、そのイメージ図であります。 

１４ページをお開きいただきたいと思います。 

 そこで、今月から毎週木曜日に運動と脳トレを

行う認知力アップ教室を実施しております。健康

運動指導士のもと、定員３０名でございましたけ

ども、２名キャンセルがありまして、現在２８名

の方々が教室に参加をしていただいております。 

 これまで、３回教室を実施いたしました。２回

目には体力測定とＭＭＳＥという認知症の検査を

行いました。当日は、２６名の方が検査を受けら

れ、ＭＭＳＥでは医療機関からのＭＣＩとの診断

を受けられた方６名を含めて、２６名中１６名の

方がＭＣＩあるいは認知症の疑いがある方という

ことで、６１.５％の方々が何らかの症状があら

れる方々でございました。 

 この教室で得られたプログラムを、今後はミニ

デイやサロン等に導入し、市民の認知力の維持、

向上に努めていきたいと考えております。一般的

にＭＣＩ期から認知症の発症まで５年間で５０％

の確率と言われていることから、この事業を継続

的に実施し経過観察を行っていきたいと考えてお

ります。 

 以上で、高齢・介護福祉課分の所管事務につい

て説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○委員長（永山伸一）では、当局の説明があ

りましたけれども、これを含めて所管事務全般に

ついて、これより質疑に入ります。御質疑願いま

す。 

○委員（上野一誠）８、９ページの入来高齢者
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福祉センターの一応閉鎖ということで、地元であ

るんですが。協議結果を得ながら、こうして結果

を含めて今後の条件というようなもの、地域の声

があるんですけれども。この地域は福祉施設とい

うのがこれでいわばなくなると。非常に親しまれ

たその施設がなくなるということが大きなやっぱ

り地域にとっては問題かな。ここに協議をされた

意見が、大方コミュニティの形で十分だったかは

わかりませんけども、一つの公共施設の答申に基

づいてこういう判断をしていかざるを得ないとい

うのが、担当部局かというふうに思いますよね。 

 ですから、いろいろと全体的に見ても指定管理

制度をとったことによって、決してプラスだけに

はなっていないというのを僕は感じるんですよ。

したがって、必要なものはたとえ地域に応じて、

やっぱり必要なものは必要なものとして残してい

かざるを得ない部分は結構あるんじゃないかとい

うのもの思いますね。 

 ただ、財政運営プログラムの中でどうしてもそ

のことがやっぱり削らないけないことによってこ

ういう施設の統廃合をせざるを得ないというのが

現状だと思う。そういう意味からすると、決して

住民が求めている形だけには整っていかない、そ

ういうのが僕は言えるというふうに思っています。 

 したがって、このことが、ほかでもそうなんで

すけど、やっぱり大事に必要とされるものが結果

的にこういう財政が厳しい中において、始末をせ

ざるを得ないのが現状だと。決してそのことが市

民生活にプラスにはなっていないということは明

確に言える部分がいっぱいあると思います。 

 その中で、ではこれだけの役割をし、利用率が

こういう流れの中で、今後この施設にかわる役割

を果たすものが、ここに出ている入来会館並びに

文化ホールです。それをやるということではある

んですけども、所管が入来会館は教育委員会に当

たるので、調整済みというふうに書いてあります。

これは、どんな調整がされたんですか。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）入来会館

につきましては、障害・社会福祉課のほうになり

ます。 

文化ホールの別館について、調整をさせてい

ただきました。地元から要望があったのは、入来

高齢者福祉センターのほうで１００名程度の飲食

を今までされていたと。そこがそういう施設がな

くなると、どこもないということでありましたの

で、文化ホールの別館でできないだろうかという

ことで、御相談をいたしました。 

 地元からもこれにつきましては、副田のコミ協

からも要望が文化課のほうにも上がっておりまし

て、ここについては７０名程度以上の分につきま

しては、飲食を認めましょうと。ただ、事前に、

何でもかんでもはちょっとできないので、事前に

計画を出していただきたいということで。年度当

初にというわけではございませんけれども、わか

る範囲の中で事前に連絡いただければ、あいてい

れば使用ができるということでございました。 

 ただ、ここにつきましてはガスとかの施設がな

いので。現在のところ。ただカセットコンロなん

かは避難所として設置をされているのであるんで

すけれども、ガス施設だったり、コップとかがな

いのでそれはとりあえず御自分たちで準備をして

いただきたいということでありました。７０名以

下につきましては、近くに入来会館がございます。

畳の施設もありますし、ホールもございますので、

こちらのほうを利用できるということで調整をし

ているところでございます。 

 以上です。 

○委員（上野一誠）やっぱり利用度の高いもの

に変えていかないと、住民は不便を感じますよね。

ですから、教育委員会の一つのスタンスが、今度

は文化ホールが出てきますので、やっぱり十分

―私が聞いた考え方では、利用計画も１年前か

ら出しなさいというようなことをなんか言うの言

わんのということがあって。そういう状態でどう

して代替ができるんですかということになるんで

すね。 

 ですから、そこは今課長が言うように地域が求

めている声としては、やっぱり即対応できるよう

な一つの利用のものを。それは当然出すわけです

から、利用許可書をもらうわけですので、そうい

うものは柔軟にやっていただくように、文化課と

もやっぱりしっかり調整はやっていただきたいと

いうことと。それと、避難計画書で詰所になって

いるんですが、おっしゃるとおりガスコンロ含め

て避難計画書、詰所としての役割は機能しません

よ、あそこは。していない現状があります。もの

がそろっていないので。やっぱりそういうところ

もこの福祉センターに機能できるものをするとす
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るならば、やっぱりもうちょっと設備を充実しな

ければいかんことだと思います。自分たちでガス

コンロは持ってきなさいよと、そういうことでは

いけないんじゃないかなと。だから、やっぱりそ

ういうこれにかわるものは所管課としてしっかり

と最後まで見届けて、そういう引き継ぎをすると

いうことが、私は大きな責任だと思います。それ、

どうですか。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）避難所と

しての機能拡充ということで、ガスコンロ、食器

類等につきましては、現在防災安全課のほうで準

備をして設置はしてあります。ただ、常設の部分

のガスだったりとかという部分が必要だというこ

ともありましたので、その辺は今後文化課を含め

ながら協議をしていくということにしております。 

 以上です。 

○委員（上野一誠）最後にします。それと、や

っぱりこういう経緯に至っている背景というのは、

住民はまだまだ大方知りません。こういう形がな

んか廃止されるんだという声ぐらいは聞くんでし

ょうけども、具体的なものは全くわかりません。 

 したがって、１２月議会で廃止議案を上程され、

来年４月１日からとするならば、やっぱり住民に

対しては、ここに協議経過というのを書いてあり

ますね。こういう方々と話をして、協議をして理

解をいただきましてよというのは、しっかりと住

民にもわかるような協議結果を一つ、公文でもい

いですからつくって理解を求めるような、一つこ

こはしていただきたい。これは、意見要望として

しっかりと、地域住民に理解を求めないとやっぱ

いけない部分だというふうに思っていますので。 

○委員長（永山伸一）要望であります。よろ

しくお願いします。 

○委員（森永靖子）敬老会がこの間ありまして、

自分のところにも１００歳の男性の方がおられた

んですが。この１００歳、８８歳も女性のほうが

こんなに多く長生きされて。施設の入所者もいら

っしゃるでしょうけど、どうしてこんなに健康な

のかなという健康の秘訣など聞かれたこともあり

ますか。健康寿命、平均寿命なども載っています

けども、なんかこういうふうなのを参考に聞かれ

たことなどあるんでしょうか。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）１００歳

の方々なんかにお伺いするときに、事前に調査を

させていただきます。長寿の秘訣はということで

お聞きしたりしております。その中では、くよく

よしないとか、よく笑うとか、よく食べるとか、

また、運動、今まで農作業をよくしていたという

ようなことで、皆さんそのような形で意見を述べ

られていらっしゃる方が多いようです。 

○委員（森永靖子）健康寿命なども考えていか

なきゃならないなと思うところです。 

もう１点、けさの南日本に認知症のことがも

う何面もにわたって載っていたんですが、この

１４ページ、１３ページずっと本市でもこのよう

な取り組みをしていらっしゃるようですが。本当

に身近に若い認知症が我が家にもおりまして、薬

－専門的じゃないので申し上げにくいんですが、

認知症だ、認知症だと言われていろんなところに

入らされたりしながら、薬を見てみるときに片手

いっぱいほどの１回の薬を飲むんですね。実際、

私も飲ませたりするんで、少し落ち着かない状況

にあるといっては薬を飲ませて抑えさせ、眠らな

いといっては眠る薬を飲ませ、するのを何年間も

してきました。夜中にも徘回したり、いろんなと

ころに迷惑をかけたりしたんですが、ひょっとし

たきっかけで病院をかわってみて、そこの病院で

全面的に今まで飲んでいた薬を全部もうやめよう

ということで。そこの病院の薬だけに１回に２粒、

３粒ぐらいの薬に変えていただいたところが、本

当に見違えるほどに変わってきたんですよね。 

 ですから、お医者さん、薬局いろんなところが

あって、私たちは難しいことはわかりませんけど、

症状を抑えるために薬を飲ませる。悪いから薬を

飲ませるということで、薬、薬でやっていたこと

が、本当にその薬を抑えて飲ませなくなったら元

気になって、今はもう表情も変わり、本当に入院

しているときに、自分がどうしてこういうところ

にいるんだろうと感じるようになったほどにとい

うことで、今健常者と変わらないぐらいになって

いるんですが。本市でもこういう本当にたくさん

の予算をかけて認知症、認知症っていろんな予防

をされる前に、やはり医師会と相談しながら－

そういことはちょっと無理なんでしょうね。だか

ら、そういうところまで話ができなのかなって思

ったりするんですが。無理なんでしょうかね、こ

ういうことは。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）今現在、
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医師会のほうに在宅医療支援センターという形で

できております。家のほうで、施設ではなくて病

院ではなくて、家のほうで介護しないといけない

とかというのが出てくると思います。 

 その中でも今話がありましたけども、薬剤師さ

ん等も入っていただいていますので、薬を減らす

とか、何種類もあるのを一本化にするとか、そう

いうのも連携もできたりする部分もございます。

ぜひそういうところに相談をしていただければ、

御相談に応じることはできますので。また医師会

と多職種いろんなころで連携をしながら図ってま

いりたいと思っておりますので、ぜひ何かござい

ましたら御相談いただければと思います。 

○委員（森永靖子）本当に元気になった姿を皆

さんにも見ていただきたいなって。どうして自分

はああいう期間があったんだろうというふうに今

は思うぐらいになってきましたので。やはりひょ

っとしたきっかけでそういうこともできるのかな

って思ったりしています。保健センターのほうで

こういうことをやっておられるのをちょこちょこ

と保健センターにいながら見受けるんですが、家

族の方はいろんな体面的なこともあったりして、

そういうところに来られなかったりすることもあ

りますので。その辺少し、本人が治ったとか、現

在すごく困っているというような人たちにもそう

いうところに、教室に出向いたりしてそういう体

験なども話を聞くとか、そういうこともいい方向

に向かうのかなというふうに感じるところです。

経験上申し上げました。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）昨年

１２月に家族の会、よいやんせというのができま

した。ぜひそういうところに参加をしていただい

て、情報交換されたり家族の方々の息抜きであっ

たりとか、御相談、心配事もあられると思います。

同じ悩みを持っていらっしゃる方がいらっしゃる

と思いますので、それには認知症の推進員のほう

も参加をしていろんなアドバイスができるかと思

いますので、ぜひそういうところに参加していた

だければと思います。これにつきましては広報紙

等で随時広報をしてまいっておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

○市民福祉部長（春田修一）先ほど医師会と

の連携ということで、現在この１２ページから書

いておりますＭＣＩ期、これは本人さんは気づか

ないんですが、ただひょっとしたら認知症になる

のかなというような恐れを感じていらっしゃる方

等を対象に認知予防をしていこうということで考

えているところで、現在国の長寿医療センターと

か筑波大学の結果を見ると、かなりの方が進行が

おくれる、あるいは改善するというような状況が

ございます。 

 本来は、ＭＲＩとか脳の診断をすると、脳の委

縮とかレビー症候群というんですか、そのあたり

を、脳の委縮とかレビー症候群を見ることよって、

今後認知症が進行する云々というのが出てくるん

ですが、簡単なキット等でできる場合もあるよう

になっております。 

 そういうことで、私どもとしては認知症になっ

た場合については、介護サービスとか先ほど言っ

た家族介護支援とか、そういう形でフォローをし

ていきたいと。ただ、要は５人に１人という結果

が出てまいりましたので、その認知の世界に入る

前の予防を今後かなり重点的にやらないといけな

いということで、医師会のほうでもかかりつけ医、

物忘れ外来とかいうような形でされておりますの

で、医師会とも連携をとりながら、これを共同、

タッグを組みながら進めていきたいというふうに

考えて、今現在作業を進めているというような状

況でございますので、お知らせしておきたいと思

います。 

○委員（森満 晃）関連しまして、この認知症

の発症率ということで、非常に本市も１０年後の

予想を上回っているということで、いろんな要因

があると思うんですが。一番の要因って－今部

長が予防って言われたんですけど、何かそういっ

たものをつかんでいらっしゃれば教えていただけ

ればと思うんですが。 

○高齢・介護福祉課長（橋口浩文）生活習慣

病等がよく要因とかは言われておりますので、栄

養改善であったりとかという部分が必要になって

くるのかというのもあります。あと、ちょっと補

足で、グループ長のほうで。 

○主幹兼介護給付グループ長（上薗哲也）

今回先ほど課長が申しましたように、認知力アッ

プ教室に２８名の方が参加していらっしゃいます。

このうち、高血圧であったりだとか、高脂血症で

あったりだとか、そういう既往歴を持っていらっ

しゃる方が約８割いらっしゃいます。 
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 したがって、国のほうでも生活習慣病と認知症

の因果関係というのはあるんだというふうに言わ

れているところから、やっぱりこういったところ

が原因じゃないかというふうに考えているところ

でございまして、また今後とも市民健康課等と連

携していきながら、ここのところの改善をしてい

きたいというふうに考えているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○委員（森満 晃）もう１点、きょうの今新聞

にということで、森永委員からありましたけども、

その若年層の認知症について、本市の現状ともし

取り組みがありましたら教えてください。 

○主幹兼介護給付グループ長（上薗哲也）

私ども高齢・介護福祉課のほうでは先ほどピラミ

ッドの絵がございましたけれども、介護の認定を

受けていらっしゃるところの方々のところしか把

握はしていないところなんですけれども、先ほど

部長が申しましたように、今から医師会のほうと

この認知症については連携をとっていくというこ

とで、医師会のほうの理事会のほうでも御理解を

いただいております。 

 そういった意味から、若年性の認知症の方々に

ついても、私どもが今実施をしている教室等々に

御紹介いただいてというような形がとれていくん

じゃないかというふうに考えているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○委員（森満 晃）私の母も認知症で介護度が

４で、もっと早く気づけなかったのかなって今思

うと。ですので、そういった予防だとか今後の取

り組みで、少しでもやっぱり早期の発見、そうい

った取り組みを今後どんどん進めていただきたい

なと思います。 

 以上です。 

○委員長（永山伸一）要望であります。ほか

にございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、高齢・介護福祉課の審査を終わります。

御苦労さまでした。 

 保護課につきましては、待機していただいたん

ですが、ここで休憩します。再開はおおむね

１３時１０分といたします。 

          ～～～～～～～～ 

          午後０時５分休憩 

          ～～～～～～～～ 

          午後１時７分開議 

          ～～～～～～～～ 

○委員長（永山伸一）では、休憩前に引き続

き会議を開きます。 

────────────── 

△保護課の審査 

○委員長（永山伸一）次は、保護課の審査に

入ります。 

────────────── 

△議案第１６４号 平成２７年度薩摩川内

市一般会計補正予算 

○委員長（永山伸一）まず、審査を一時中止

しておりました議案第１６４号平成２７年度薩摩

川内市一般会計補正予算を議題といたします。 

 補足説明を求めます。 

○保護課長（小原雅彦）保護課であります。

補正予算につきまして御説明いたします。予算に

関する説明書の３６ページをお開きください。 

 ３款４項１目生活保護総務費、事項生活保護管

理運営費につきまして、６２８万４,０００円の

増額補正を行うものであります。補正の内訳とい

たしましては、４月の人事異動に伴い、職員１名

増となったため、職員給料、職員手当及び共催費

を増額するものであります。 

 以上で、補正予算の説明を終わります。よろし

くお願い申し上げます。 

○委員長（永山伸一）では、これより質疑に

入ります。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 ここで、本案の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（永山伸一）次に、所管事務調査を

行います。補足説明を求めます。 

○保護課長（小原雅彦）大きく２件の報告を

いたします。委員会資料の１５ページになります。 

 １件目、生活保護の状況についてです。生活保

護受給者がふえる状況下で、困窮に至った背景と

なった相談の内容について、事由別、年度別、推
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移について報告するものであります。平成２６年

度は、表のとおり世帯主の傷病が最も多く、次い

で預貯金の減少・喪失、世帯主の事業不振・失業

の順となっております。世帯主の傷病には脳疾患、

心臓疾患や精神疾患などの理由によるものが多く

散見されます。 

 次に、就労支援の状況です。保護者のうち就労

可能な就労対象者８８人に就労指導を行った結果、

うち就職を開始した者が５５人で、うち生活保護

を廃止した者が９人でありました。それによる支

出する必要がなくなった保護費効果額を積算しま

すと、１,１５３万９,０００円となります。今後

も自立の助長に努め、一人でも多く就労自立につ

ながるよう努めていきます。 

 ２件目は、生活困窮者自立支援関係であります。 

１点目、７月末までの相談状況です。全体で

７７件相談があり、うち支援を開始したものが

５５件、うち改善が図られたものと見られるもの

が１７件であります。そのほか、他法制度に移行

されたもの、情報提供のみで支援に入れなかった

ものなどであります。 

 次に、制度推進のために開催した会議等の状況

です。庁内１２関係課、市内１７関係機関・団体

との情報の共有やつなぎの部分であったり、連携

の方策などについて確認をしたところであります。 

 以上で報告を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（永山伸一）では、ただいま当局の

説明がありましたが、これを含めて所管事務全般

について、これより質疑に入ります。御質疑願い

ます。 

○委員（中島由美子）一生懸命していただい

て、就労支援の効果が上がっているのかなと思う

んですが、この就職ができているところというの

がどんなところなのかということが１点と。それ

から、就職をしたい方で今までなかなか働けてい

ない状況の中、短時間なら働けるよとか、そうい

ういろいろな方々に応じた働き方ができるような、

そのような事業者っていうんですか、そういうの

があるのかどうか、そのあたりを教えてください。 

○保護課長（小原雅彦）就労支援の状況でご

ざいますが、市内のやはり一般企業等の就職によ

る分であります。おっしゃるように、やはり短時

間、１日の間にそんなに長く働けない、体力的に

も厳しいとかそういう方も少なくありませんので、

ハローワークと連携をして短時間労働に適したよ

うな、そういう時間を要求している会社とのマッ

チングですか、そういうのは保護課に配置してお

ります、嘱託になりますが－就労支援員１名配

置しておりますが－を中心としてハローワーク

のそういう担当と、それからケースワーカーと協

議して、その方にあった働き方をできるだけ調整

をしながらしております。 

 したがいまして、働き始めて収入がそんなにご

ざいませんので、自立にはいきませんけれども、

そういう形でだんだん働く意欲であったり、それ

から体力面のそういう向上であったりそういうも

のを図りながら配慮して、そういう状況はつくっ

ております。 

 以上です。 

○委員（中島由美子）それぞれの人に、個人

にあわせてというのは大変かと思うんですが、あ

とはやっぱり市内の企業さん、会社、事業者さん

等もよくそういう方が雇用できるような状況とい

うんですか、また理解をしていただくような状況

というのをつくっていくことも大事なのかなと思

うんですが、そのあたりはどうでしょうか。 

○保護課長（小原雅彦）ハローワークの事業

の中に、やはり生活保護等就労支援促進事業とい

うのを厚生労働省が持っている事業等があります。

その事業の趣旨のもとで、やはりハローワークの

職員も企業にそういう働きかけはしてはおるんで

すが、企業側が求めているのは即戦力的なという

形につながる部分が多いと思いますので、ある意

味保護者のスキルも多少それに近づけていく努力、

もちろんそういう配慮を求める努力、そういった

お互いに調整し合いながらやらざるを得ない実情

はございます。 

 ある程度は、ですから企業のそういう就労担当

者とも調整し合いながらというタイミングという

か、機会はハローワークのほうでも配慮をいただ

いている部分はございます。 

 以上です。 

○委員（中島由美子）障害を持った方とか、

そういう方を就労させると、またちょっと補助が

あったりとか、いろいろ国もいろんな制度を使い

ながら、いろいろな方が自立できるという方向で

それなりに制度をつくっていますから。やっぱり
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自立、少しでも働く意欲があって、なるだけそれ

が最初は少しの収入であっても、だんだんその喜

びというのが出てくれば、また勤労意欲にもつな

がっていくのかなと思いますので、やはりハロー

ワーク、それから市内の事業者さん等々と連携を

していただいて、本当に少しにでも多くの人がこ

の生活保護から脱却していけるような道筋を、大

変だと思うんですけどお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（永山伸一）要望であります。ほか

にございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑は尽きたと認めま

す。 

 ここで、協議会に切りかえます。 

         ～～～～～～～～～ 

         午後１時１６分休憩 

         ～～～～～～～～～ 

         午後１時２０分開議 

         ～～～～～～～～～ 

○委員長（永山伸一）ここで本会議に戻しま

す。 

 以上で、保護課の審査を終わります。御苦労さ

までした。 

────────────── 

△子育て支援課の審査 

○委員長（永山伸一）次に、子育て支援課の

審査に入ります。 

────────────── 

△議案第１６４号 平成２７年度薩摩川内

市一般会計補正予算 

○委員長（永山伸一）まず、審査を一時中止

しておりました議案第１６４号平成２７年度薩摩

川内市一般会計補正予算を議題といたします。 

 補足説明をお願いします。 

○子育て支援課長（知識伸一）議案第

１６４号平成２７年度薩摩川内市一般会計補正予

算、子育て支援課分について、まず歳出から御説

明申し上げます。予算に関する説明書３５ページ

をお開きください。 

 ３ 款 ３ 項 １ 目 児 童 福 祉 総 務 費 は ２ 億

５,９８６万５,０００円の増額補正で、内容は備

考欄をごらんください。事項、児童福祉管理運営

費は、４月の人事異動に伴う職員給等の調整、国

庫支出金等精算返納金は平成２６年度保育緊急確

保事業費補助金でございまして、これは保育士等

処遇改善事業や一時預かり事業等の翌年度精算に

伴う返納金が生じたことによるものでございます。 

 次の事項、児童福祉施設整備費は、安心子ども

基金事業費補助金は、せんだい幼稚園の大規模改

修に対する補助金でございます。せんだい幼稚園

は築３５年が経過し、地盤沈下等による不陸、こ

れは床と基礎との間に空洞ができておりまして、

安全上も問題がございますので、この不陸の改修

を行い、それにあわせて老朽化した保育室の大規

模改修を予定しております。なお、県の認定こど

も園整備事業を活用した事業となります。また、

保育所等整備交付金は川内すわ保育園の大規模改

修事業に対する補助金でございます。本市の待機

児童は、４月１日現在、厚生労働省基準で３１名

発生しておりまして、昨年に比べ減少しているも

のの、依然として多い状況にございます。 

 この待機児童対策といたしまして、川内すわ保

育園が３０名の定員増を計画しておりますが、既

存の園舎では保育室の面積が不足するため、隣接

する市有地を活用し、園舎を増築するとともに既

存園舎を全体的に改築し、一体的な整備を行うこ

とにより保育所待機児童の解消を図るものでござ

います。なお、国の保育所等整備交付金を活用し

た事業になります。 

 次は、３目児童館費２８１万３,０００円の増

額補正でございます。本市には、現在１８の放課

後児童クラブがございますが、１０月からみくに

幼稚園が新しく放課後児童クラブを設立すること

によりまして、半年分の運営費補助と放課後児童

クラブ設立事業補助金に対し増額するものでござ

います。 

 ４目保育園費１９７万７,０００円の増額補正

でございます。へき地保育所の下甑保育園の嘱託

職員に対する報酬等でございます。下甑保育園は、

昨年度まで市の職員１名が保育業務を行っており

ましたが、本年度から保育士の免許を有する嘱託

職員へ任用がえを行いました。この嘱託職員に対

する報酬及び共済費に増額を行うものでございま

す。 

 以上、歳出でございます。 

 引き続き歳入につきましては、予算書、戻って

いただきまして１６ページをお開きください。 



- 28 - 

子育て支援課分は、１５款国庫支出金２項

２目民生費補助金３節児童福祉費補助金の保育所

等整備交付金は、川内すわ保育園大規模改築に伴

う交付金、子ども・子育て支援交付金は新設する

みくに放課後児童クラブに対する交付金、あけて

いただきまして１７ページ、１６款県支出金２項

２目民生費補助金、３節児童福祉費補助金の安心

子ども基金総合対策事業費補助金は、せんだい幼

稚園大規模改修に伴う県補助金、子ども・子育て

支援交付金は、みくに放課後児童クラブに対する

県交付金でございます。 

 次に、７ページをお開きください。 

 第３表、繰越明許費、３款３項児童福祉費の安

心子ども基金事業は、せんだい幼稚園大規模改修

事業です。事業が翌年度にわたりますことから、

事業費について繰越明許費を設定するものでござ

います。 

 済みません。次は、１２ページをお開きくださ

い。 

 第４表、債務負担行為補正、追加の一番下、保

育所等整備交付金事業であります。期間は平成

２８年度までで、川内すわ保育園の大規模改築事

業が翌年度にわたりますことが見込まれることか

ら、国の交付金も２カ年にわたり交付されること

から、債務負担行為を設定するものでございます。 

 最後に、７０ページをお開きください。 

 下から３行目、保育所等整備交付金事業は、川

内すわ保育園大規模改修事業について記載してお

ります。 

 以上で、議案第１６４号平成２７年度薩摩川内

市一般会計補正予算中、子育て支援課分について

の説明を終わります。よろしくお願い申し上げま

す。 

○委員長（永山伸一）当局の説明が終わりま

した。これより質疑に入ります。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 以上で、議案第１６４号平成２７年度薩摩川内

市一般会計補正予算のうち本委員会付託分につい

て、質疑は全て終了いたしましたので、これより

討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

本案を原案のとおり可決すべきものと認める

ことに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決すべきもの

と決定しました。 

────────────── 

   △所管事務調査 

○委員長（永山伸一）次に、所管事務調査を

行います。説明がございますか。 

○子育て支援課長（知識伸一）特にございま

せん。 

○委員長（永山伸一）では、所管事務全般に

ついてこれより質疑に入ります。御質疑ございま

せんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）では、質疑はないと認

めます。 

 以上で、子育て支援課の審査を終わります。当

局の皆さん大変御苦労さまでした。 

────────────── 

   △委員会報告書の取扱い 

○委員長（永山伸一）以上で日程の全てを終

わりました。委員会報告書の取りまとめについて

は、委員長に御一任いただくことに御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）では、御異議がござい

ませんので、そのように取り扱います。 

 ここで、協議会に切りかえます。 

         ～～～～～～～～～ 

         午後１時２８分休憩 

         ～～～～～～～～～ 

         午後１時３０分開議 

         ～～～～～～～～～ 

○委員長（永山伸一）本会議に戻します。 

────────────── 

   △閉会中の委員派遣について 

○委員長（永山伸一）それでは、閉会中の委

員派遣の取り扱いについてお諮りいたします。 

 閉会中の１１月４日から６日にかけて行政視察

を実施したいと思いますが、視察先との調整等が

必要となりますので、委員派遣の手続は正副委員
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長に一任いただきたいと思います。ついては、そ

のように取り扱うことで御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）異議なしと認めます。

よって、そのように決定しました。 

────────────── 

△閉  会 

○委員長（永山伸一）では、以上で市民福祉

委員会を閉会いたします。本日は大変御苦労さま

でした。ありがとうございました。 
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